
定期報告の提出を
お願いします！

家畜伝染病予防法（以下「家伝法」）の規定に基づき、毎

年畜産農家のみなさまから、家畜の飼養状況、衛生管理状況

について、報告をしていただいています。

この定期報告は、平成23年の家伝法改正により、毎年の

報告が義務づけられたものです。

＜ 定期報告の内容 ＞

○添付の様式による定期報告

家畜の所有者の住所・氏名

農場所在地
などをご記入ください

飼養する家畜の種類及び頭数

畜舎数

○飼養衛生管理基準の遵守状況（自己チェック）

添付の様式にご記入ください。

広報家畜衛生

No.３２１ 平成２９年１月２５日

徳島県家畜防疫衛生センター

西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎

〒776-0002 吉野川市鴨島町麻植塚
TEL 0883-24-2029 FAX 0883-24-1397

西部家畜保健衛生所 東みよし庁舎
〒776-0002 三好郡東みよし町中庄
TEL 0883-82-2397 FAX 0883-82-4843

昨年度の書類を同封してありますので、変更がある場合は

訂正し、提出してください。

今回の報告から、家畜保健衛生所は回収にうかがいません。

メール、郵送、FAX、持ち込みなど方法は問いませんので、

ご協力をお願いします。

畜産農家のみなさまにはご面倒をお掛けしますが、必ず期

限までに報告いただきますよう、お願いします。

定期報告の報告期限

平成29年２月28日

なお、この報告は、法に基づき義務づけられたもので

あり、これに違反した場合には、罰則が適用される場合

があります。

万一に備え、ご自分の身を守るためにも、ご協力をお

願いいたします。

ご不明な点等ありましたら、当所までご連絡ください。

＜連絡先＞ 西部家畜保健衛生所

e-mail（共通アドレス）：

seibukachikuhoken@pref.tokushima.jp

吉野川庁舎

〒776-0002 吉野川市鴨島町麻植塚136-3

TEL：0883-24-2029 FAX：0883-24-1397

東みよし庁舎

〒779-4703 三好郡東みよし町中庄856-1

TEL：0883-82-2397 FAX：0883-82-4843


